
法律雑誌「法学教室」が2010年10月1日にオープンし、Webでも読めるようになりました。さらに、
電子版では本文中の判例から判例データベースにリンクできます（注1）。

法学教室電子版のご案内

（注1）：判例リンクは出典が特定できた判例のみで、出典がない判例にはリンクを付していません。
（注2）：紙の本誌発行日に電子版が登載されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー法学教室とは？ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法学教室は法科大学院生、そして法科大学院を目指す法学部の学生を対象にした、学習法律雑誌です。
毎号の特集は、読者の法的関心をさらに広がりのあるものにしています。
そして、最高の執筆陣による、憲法・民法・刑法をはじめに法科大学院の展開科目にいたる連載は、法
的問題点を簡明に解説しており、既刊の法律書の理解を助けます。さらに、主要8科目の演習は、現在
の自分の力を自分で確認することができ独習に便利です。

●
●
●

収録対象

検索方法

・法学教室電子版（近時版）：最新号を含む4年分（注2）

・法学教室アーカイブ：刊行後4年を経過したもの。第1期・第2期・月刊1号以降（注2）

・記事検索
・各号目次
・冊子検索
・判例検索
・演習検索



お問合せ先

㈱有斐閣  デジタル出版部
tel : 03-3221-4851　月～金 9：30～17：00 （年末年始、祝日除く）
e-mail : media-for@yuhikaku.co.jp

■価格
　・法学教室電子版（近時版）：直近4年分  1ID月額1,333円（税抜）
   ・法学教室アーカイブ：刊行後4年を経過したもの  1ID月額1,000円（税抜）
   ・法学教室電子版（近時版）＋アーカイブセット  1ID月額1,650円（税抜）

■提供形態
　法学教室電子版は、インターネット経由でコンテンツを提供するWebサービスです。
　判例データベース各社のサービス提供でのご利用となり、有斐閣から直接提供しておりません。
   また、取次・書店での取り扱いはございません。

【各社連絡先】

第一法規株式会社
　tel：0120-203-480
　e-mail：info-d1law@daiichihoki.co.jp

株式会社エル・アイ・シー
　tel：03-3401-5181
　e-mail：info@hanreihisho.com

株式会社ＴＫＣ
　tel：0120-114-094
　e-mail：lexcenter@tkc.co.jp

ウエストロー・ジャパン株式会社
　tel：0120-100-482
　e-mail：support@westlawjapan.com

2017年11月1日現在 記載されている価格、仕様等は予告無く変更になることがあります。

PDF上で本文中の判例部分をクリックすると判決文にリンクします

目次の1頁目が表示され、
目次上で論文タイトルをク
リックすると論文の1頁目
にリンクします。

■冊子検索

判決文へ（イメージ）

　　　　　　　　　　国籍確認請求事件 

【裁判年月日】 
平成２０年６月４日
【事件番号】 
平成１９年（行ツ）第１６４号 
【参考文献】 
ＬＬＩ登載 

　　　　　　　　　　主　　　文

原判決を破棄する。
被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

　　　　　　　　　　理　　　由

上告代理人近藤博徳ほかの上告理由について
　１　事案の概要
　本件は，法律上の婚姻関係にない日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に
本邦において出生した上告人らが，出生後父から認知を受けたことを理由として平成１７年に法
務大臣あてに国籍取得届を提出したところ，国籍取得の条件を備えておらず，日本国籍を取得
していないものとされたことから，被上告人に対し，日本国籍を有することの確認を求めている事
案である。
　２　国籍法２条１号，３条について
　国籍法２条１号は，子は出生の時に父又は母が日本国民であるときに日本国民とする旨を規
定して，日本国籍の生来的取得について，いわゆる父母両系血統主義によることを定めている
。したがって，子が出生の時に日本国民である父又は母との間に法律上の親子関係を有すると
きは，生来的に日本国籍を取得することになる。
　国籍法３条１項は，「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で２０歳未

号数・号名・頁・論文名・
記事分類・事項索引で記事
検索ができます。

■記事検索

判例データベースの判決文へ（イメージ）

法学教室PDF

判例評釈のPDFへ

　　　　　　　　　　爆発物取締罰則違反、殺人未遂被告事件 

【裁判年月日】 
平成１９年１０月１６日
【事件番号】 
平成１９年（あ）第３９８号 
【掲載文献】 
最高裁判所刑事判例集６１巻７号６７７頁 
裁判所時報１４４６号６頁 
判例時報１９８８号１５９頁 
判例タイムズ１２５３号１１８頁 
最高裁判所裁判集刑事２９２号３０５頁 

　　　　　　　　　　主　　　文

本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　　理　　　由

　弁護人吉田茂，同桑城秀樹の上告趣意のうち，判例違反をいう点は，事案を異にする判例を
引用するものであって，本件に適切でなく，その余は，憲法違反をいう点を含め，実質は事実誤
認の主張であり，被告人本人の上告趣意は，事実誤認の主張であって，いずれも刑訴法４０５条
の上告理由に当たらない。
　なお，所論にかんがみ，職権で判断する。
１　本件は，離婚訴訟中であった被告人が，妻の実母Ａらを殺害する目的で，アセトン等から生
成したトリアセトントリパーオキサイド（過酸化アセトン。以下「ＴＡＴＰ」という。）相当量に，点火ヒ
ーター，乾電池等を使用した起爆装置を接続して，これをファイルケースに収納し，更に同ケー
スを定形外郵便封筒内に収納するなどして，同封筒から同ケースを引き出すことにより上記起


